
 

○ 紹介状を持ってご来院ください 

平成３０年度の診療報酬改定により、病院と地域の診療所や医院等の機能分担の推進をするために、市立病院のような一般病

床４００床以上の地域医療支援病院を紹介状なしで受診する場合などに、平成３０年７月１日から保険適用の診療費とは別に

厚生労働省が定める次の料金（選定療養費）を患者さんにご負担いただくこととなりました。 

 

① 他の医療機関等からの紹介状を持たず市立病院を受診された際に、市立病院を初めて受診する、または、前回受診から一定期

間経過している場合 

 

６月３０日まで ７月１日から 

2,160円（税込） 5,400円（税込） 

 

② 市立病院に通院中の患者さんで、医師から他の病院・診療所・医院等への紹介を受けた後に、再度市立病院を受診する場合 

 

６月３０日まで ７月１日から 

360円（税込） 2,700円（税込） 

 

○ かかりつけ医をもちましょう 

かかりつけ医・歯科医・薬局は、日常的に医療を行

うだけでなく、健康管理などの相談を受けてくれる大

切な存在です。かかりつけ医を持つと健康のちょっとし

た悩みや不安をいつでも気軽に相談でき、病気の早

期発見・早期治療にもつながります。 

近くにどのような医療機関や薬局があるのか確認し、

自分に合ったかかりつけ医・歯科医・薬局を探しましょ

う。歯科では口腔ケア、薬局では処方薬の管理や説

明などもしてくれます。普段かかっていれば、専門分野

にかかわらず、あなたのかかりつけです。 

診療所と病院とが役割を分担して医療を行う病診

連携では、地域の診療所が市民のみなさんの窓口と

なります。診療所での診察の結果、より精密な検査

や入院が必要となった場合は、医師が病状に応じて適切な専門医や病院を紹介します。また医療機関同士で病状や経緯を把握し、

継続的な医療を受けることが出来ます。 
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茅ヶ崎市立病院では、地域の診療所の医師（かかりつけ医）を登録医として、緊密に連携しています。これにより、急性期の治療

を終えたのち、住み慣れた地域に戻っても切れ目なく医療を受けることが出来ます。また高度医療機器を共同利用できるなど、安心で

きる医療体制を推進しています。かかりつけ医の紹介状をお持ちになれば、効率的かつ迅速に受診することができ、初診時にかかる選

定療養費もかかりません。 

 当院とかかりつけ医とで、途切れのない医療提供を進めてまいります。 

 

○ 「神奈川県がん診療連携指定病院」に指定されました 

近年、がんは日本人のほぼ２人に１人がなると言われており、私たちにとって身近な病気となっています。こうしたなか、茅ヶ崎市立

病院は４月１日より４年間の間、市が属する湘南東部医療圏（藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町）では初めて「神奈川県がん診療連携

指定病院」に指定されました。 

【神奈川県がん診療連携指定病院とは】 

専門的ながん医療や緩和ケアの提供、地域のがん医療を担う医療機関との連携、またがん患者さんに対する相談支援や情報提供

など質の高いがん医療を提供する役割を担う病院として、県知事が独自に指定する病院です。 

【これまでの背景】 

 市が属する湘南東部医療圏では、乳がん・肝がん、化学療法、放射線治療について、身近な病院で専門的ながん治療を受けること

ができるようにするために、乳腺外科や緩和ケア外来の開設、またがん相談支援センターの設置などを進めてきました。これらの取り組み

の結果、「神奈川県がん診療連携指定病院」として指定を受けることとなりました。 

【期待される効果と今後の取り組み】 

 本指定により、茅ヶ崎市立病院で一貫した治療ができるようになることで、他市や遠方で治療していた時間を仕事や生活に有効活

用し、自分らしい生活を送りながら治療に専念できるようになることが期待されます。 

 今後は、入院せずに外来での化学療法による治療体制を充実させるべく、現在６床で運用している化学療法室を平成３１年度に

は１２床に増床する予定です。「地域で完結できるがん治療」を目標とした、住み慣れた茅ヶ崎市の中での、安心して安全な医療の

提供に取り組んでまいります。 

 

 

                    

早期社会復帰へつながりやすく    

中央診療部長兼泌尿器科部長 藤浪 潔 

市立病院のがん治療は、早期社会復帰を目指した、手術・検査などに伴う痛み、出血などをできるだけ少なくする低侵襲治療を積極

的に取り入れています。従来の外科治療とは違い、内視鏡を使用することで小さい傷での手術となり、全身負担の軽減、目立ちにくい手

術痕、手術時間の短縮、入院期間の短縮などが特徴となります。そのため、医療費の低減と術後早期に普段の生活へと戻ることができ、

社会復帰へつながりやすくなります。 

 また、がんの進行期では、外来での薬物治療法、医師や看護師の他、薬剤師や 

理学療法士などの緩和ケアチームによる症状緩和に向けた治療も充実させています。 

 がんは「恐ろしい病」から「付き合う病」に変わってきています。だからこそ無理なく治療 

するために、遠方の病院に行かずとも、この住み慣れた茅ヶ崎市の中で、安心して安全 

な治療を受けていただけるようながん治療を行っています。 

（広報ちがさき 4月 15日号より抜粋）                                          気持ちに寄り添った診療が行われています 

＊本紙の内容のお問い合わせは、医事課まで ０４６７－５２－１１１１ 


